
調査及び予測の手法 資料８

（条例及び法参考手法の対照）

項 目 条例 技術指針 火力発電所 主務省令 参考手法

大気質 １ 大気環境 （硫黄酸化物－施設の稼働）
(1) 大気質 ※ 主務省令では、事業等の内容又は項目ごとに参考手法を

大気質に係るもののうち、対象事業の実施に伴う大気汚染 規定。ここでは主要な影響要因を例示した。
物質に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、
次に掲げるものとする。
ア 調査の手法 一 調査すべき情報

(ｱ) 調査すべき情報
調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

ａ 大気汚染物質の濃度の状況 イ 二酸化硫黄の濃度の状況
ｂ 気象の状況 ロ 気象の状況

(ｲ) 調査の基本的な手法 二 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とす 情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報につい
る。 ては環境基準において定められた二酸化硫黄に係る大気の汚染

(ｱ)ａの情報について、現地調査を行う場合には、環境 についての測定の方法、前号ロの情報については気象業務法施
基準に定める測定の方法等とする。 行規則（昭和二十七年運輸省令第百一号）第一条の二又は第一

条の三に基づく技術上の基準による測定の方法。
(ｳ) 調査地域 三 調査地域

調査地域は、大気汚染物質の拡散の特性を踏まえ、大 硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえ、硫黄酸化物に係る環境影
気汚染物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認め 響を受けるおそれがある地域
られる地域とし、地形、土地利用、住宅の密集度等を考
慮して設定する。

(ｴ) 調査地点 四 調査地点
調査地点は、大気汚染物質の拡散の特性を踏まえ、(ｳ) 硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における

の調査地域における大気汚染物質に係る環境影響を予測 硫黄酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切



し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に かつ効果的な地点
把握できる地点とする。

(ｵ) 調査期間等 五 調査期間等
調査期間等は、大気汚染物質の拡散の特性を踏まえ、 原則として一年間（第一号ロの情報において、高層の気象を

(ｳ)の調査地域における大気汚染物質に係る環境影響を予 調査する場合は、各季節ごとに各一週間）
測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的
に把握できる期間、時期及び時間帯とする。

イ 予測の手法 六 予測の基本的な手法
(ｱ) 予測の基本的な手法 大気の拡散式に基づく理論計算

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。
ａ プルームモデル、パフモデル、JEAモデル等の既存 ※ 事例の引用又は解析は、車両の運行等、他の事業特性に
の拡散式を用いた計算その他の数理的手法 よる大気質への影響の予測において記載

ｂ 風洞模型実験
ｃ 事例の引用又は解析

(ｲ) 予測地域 七 予測地域
予測地域は、ア(ｳ)の調査地域のうち、大気汚染物質の 第三号の調査地域のうち、硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえ、

拡散の特性を踏まえ、大気汚染物質に係る環境影響を受 硫黄酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
けるおそれがあると認められる地域とする。

(ｳ) 予測地点 ※ 予測地点は、施設稼働による影響の予測においては記載
予測地点は、大気汚染物質の拡散の特性を踏まえ、(ｲ) がないが、車両による沿道大気への影響の予測手法には記

の予測地域における大気汚染物質に係る環境影響を的確 載があり、府技術指針と同様の表現。
に把握できる地点とする。

(ｴ) 予測対象時期等 八 予測対象時期等
予測対象時期等は、工事中にあっては工事の実施によ 発電所の運転が定常状態となる時期及び硫黄酸化物に係る環

る環境影響が最大となる時期とし、供用時にあっては事 境影響が最大になる時期（最大になる時期を設定することがで
業活動が定常状態となる時期とする。 きる場合に限る）



項 目 条例 技術指針 火力発電所 主務省令 参考手法

騒 音 (2) 騒音
対象事業の実施に伴う騒音に係る環境影響を把握する場合

の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。
ア 調査の手法 一 調査すべき情報

(ｱ) 調査すべき情報 イ 騒音の状況
調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。 ロ 地表面の状況

ａ 騒音の状況
ｂ 道路の沿道等の状況

(ｲ) 調査の基本的な手法 二 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とす 情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報につい
る。 ては環境基準において定められた騒音についての測定の方法、

(ｱ)ａの情報について、現地調査を行う場合には、環境 測定場所及び測定時刻。
基準に定める測定の方法等とする。

(ｳ) 調査地域 三 調査地域
調査地域は、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環 音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそ

境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。 れがある地域
(ｴ) 調査地点

調査地点は、音の伝搬の特性を踏まえ、(ｳ)の調査地域 四 調査地点
における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するた 音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係
めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とす る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地
る。 点

(ｵ) 調査期間等 五 調査期間等
調査期間等は、音の伝搬の特性を踏まえ、(ｳ)の調査地域 音の伝搬の特性を踏まえ、第三号の調査地域における騒音に
における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するた 係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な
めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時 期間、時期及び時間帯



期及び時間帯とする。
イ 予測の手法 六 予測の基本的な手法

(ｱ) 予測の基本的な手法 音の伝搬理論に基づく計算
予測の基本的な手法は、次のとおりとする。

ａ 音の伝搬理論に基づく予測式を用いた計算
ｂ 模型実験
ｃ 事例の引用又は解析

(ｲ) 予測地域 七 予測地域
予測地域は、ア(ｳ)の調査地域のうち、音の伝搬の特性 第三号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に

を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると 係る環境影響を受けるおそれがある地域
認められる地域とする。

(ｳ) 予測地点 八 予測地点
予測地点は、音の伝搬の特性を踏まえ、(ｲ)の予測地域 音の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における騒音に係

における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点と る環境影響を的確に把握できる地点
する。

(ｴ) 予測対象時期等 九 予測対象時期等
予測対象時期等は、工事中にあっては工事の実施によ 発電所の運転が定常状態となる時期及び騒音に係る環境影響

る環境影響が最大となる時期とし、供用時にあっては事 が最大になる時期（最大になる時期を設定することができる場
業活動が定常状態となる時期とする。 合に限る）



項 目 条例 技術指針 火力発電所 主務省令 参考手法

振 動 (3) 振動
対象事業の実施に伴う振動に係る環境影響を把握する場合

の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。
ア 調査の手法

(ｱ) 調査すべき情報 一 調査すべき情報
調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。 地盤の状況

ａ 振動の状況
ｂ 地盤の状況
ｃ 道路の沿道等の状況

(ｲ) 調査の基本的な手法 二 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とす 情報の整理及び解析
る。

(ｱ)ａの情報について、現地調査を行う場合には、振動
規制法(昭和51年法律第64号)に規定する測定の方法等と
する。

(ｳ) 調査地域 三 調査地域
調査地域は、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る 振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるお

環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。 それがある地域
(ｴ) 調査地点 四 調査地点

調査地点は、振動の伝搬の特性を踏まえ、(ｳ)の調査地 振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における振動に
域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価する 係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な
ために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点と 地点
する。

(ｵ) 調査期間等 五 調査期間等
調査期間等は、振動の伝搬の特性を踏まえ、(ｳ)の調査 振動の伝搬の特性を踏まえ、第三号の調査地域における振動



地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価す に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的
るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、 な期間及び時期
時期及び時間帯とする。

イ 予測の手法
(ｱ) 予測の基本的な手法 六 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、振動の伝搬理論に基づく予測 事例の引用又は解析
式を用いた計算又は事例の引用若しくは解析とする。

(ｲ) 予測地域 七 予測地域
予測地域は、ア(ｳ)の調査地域のうち、振動の伝搬の特 第三号の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動

性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある に係る環境影響を受けるおそれがある地域
と認められる地域とする。

(ｳ) 予測地点 八 予測地点
予測地点は、振動の伝搬の特性を踏まえ、(イ)の予測 振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における振動に

地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地 係る環境影響を的確に把握できる地点
点とする。

(ｴ) 予測対象時期等 九 予測対象時期等
予測対象時期等は、工事中にあっては工事の実施によ 発電所の運転が定常状態となる時期及び振動に係る環境影響

る環境影響が最大となる時期とし、供用時にあっては事 が最大になる時期（最大になる時期を設定することができる場
業活動が定常状態となる時期とする。 合に限る）



項 目 条例 技術指針 廃棄物最終処分場 主務省令 参考手法

悪 臭 (4) 悪臭
対象事業の実施に伴う悪臭に係る環境影響を把握する場合

の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。
ア 調査の手法 一 調査すべき情報

(ｱ) 調査すべき情報 イ 悪臭の状況
調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。 ロ 気象の状況

ａ 悪臭の状況
ｂ 気象の状況

(ｲ) 調査の基本的な手法 二 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調 文献その他の資料及び現地調査による情報（臭気指数につい

査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とす ては、悪臭防止法施行規則（昭和四十七年総理府令第三十九号）
る。 第一条の規定により環境大臣が定める方法による情報、特定悪

(ｱ)ａの情報について、現地調査を行う場合には、悪臭 臭物質濃度については、同法施行規則第五条の規定する特定悪
防止法(昭和46年法律第91号)に規定する測定の方法等と 臭物質の測定の方法による情報）の収集並びに当該情報の整理
する。 及び解析

(ｳ) 調査地域 三 調査地域
調査地域は、悪臭の拡散の特性を踏まえ、悪臭に係る 悪臭の拡散の特性を踏まえて悪臭に係る環境影響を受けるお

環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とし、 それがあると認められる地域
人家の密集度等を考慮して設定する。

(ｴ) 調査地点 四 調査地点
調査地点は、悪臭の拡散の特性を踏まえ、(ｳ)の調査地 悪臭の拡散の特性を踏まえて調査地域における悪臭に係る環

域における悪臭に係る環境影響を予測し、及び評価する 境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効
ために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点と 果的に把握できる地点
する。

(ｵ) 調査期間等 五 調査期間等
調査期間等は、悪臭の拡散の特性を踏まえ、(ウ)の調 悪臭の拡散の特性を踏まえて調査地域における悪臭に係る環



査地域における悪臭に係る環境影響を予測し、及び評価 境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効
するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期 果的に把握できる期間及び時期
間、時期及び時間帯とする。

イ 予測の手法 一 予測の基本的な手法
(ｱ) 予測の基本的な手法 事例の引用又は解析

予測の基本的な手法は、既存の拡散式を用いた計算そ
の他の数理的手法又は事例の引用若しくは解析とする。

(ｲ) 予測地域 二 予測地域
予測地域は、ア(ｳ)の調査地域のうち、悪臭の拡散の特 調査地域のうち、悪臭の拡散の特性を踏まえて悪臭に係る環

性を踏まえ、悪臭に係る環境影響を受けるおそれがある 境影響を受けるおそれがあると認められる地域
と認められる地域とする。

(ｳ) 予測地点 三 予測地点
予測地点は、悪臭の拡散の特性を踏まえ、(ｲ)の予測地 悪臭の拡散の特性を踏まえて予測地域における悪臭に係る環

域における悪臭に係る環境影響を的確に把握できる地点 境影響を的確に把握できる地点
とする。

(ｴ) 予測対象時期等 四 予測対象時期等
予測対象時期等は、工事中にあっては工事の実施によ 悪臭に係る環境影響が最大になる時期及び事業活動が定常状

る環境影響が最大となる時期とし、供用時にあっては事 態になる時期
業活動が定常状態となる時期とする。



項 目 条例 技術指針 廃棄物最終処分場 主務省令 参考手法

水 質 (1) 水質
水質に係るもののうち、対象事業の実施に伴う水質汚濁物

質等に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、
次に掲げるものとする。
ア 調査の手法

(ｱ) 調査すべき情報 一 調査すべき情報
調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。 イ 河川にあっては生物化学的酸素要求量の状況（当該調査時

ａ 水質汚濁物質の濃度等の状況 における流量の状況を含む。）、海域又は湖沼にあっては化
ｂ 水象の状況 学的酸素要求量、全窒素及び全燐の状況
ｃ 気象の状況 ロ 流れの状況
ｄ 土質の状況

(ｲ) 調査の基本的な手法 二 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調 文献その他の資料及び現地調査による情報（前号イについて

査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とす は、水質汚濁に係る環境基準に定める生物化学的酸素要求量、
る。 化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の測定の方法による情報）

(ｱ)ａの情報について、現地調査を行う場合には、環境 の収集並びに当該情報の整理及び解析
基準に定める測定の方法等とする。

(ｳ) 調査地域 三 調査地域
調査地域は、水質汚濁物質の拡散等の特性を踏まえ、 水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに

水質汚濁物質等に係る環境影響を受けるおそれがあると 係る環境影響を受けるおそれがある地域
認められる地域とし、水域の状況を考慮して設定する。

(ｴ) 調査地点 四 調査地点
調査地点は、水質汚濁物質の拡散等の特性を踏まえ、 水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域に

(ｳ)の調査地域における水質汚濁物質等に係る環境影響を おける水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために
予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果 必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
的に把握できる地点とする。



(ｵ) 調査期間等 五 調査の期間並びに時期及び時間帯
調査期間等は、水質汚濁物質の拡散等の特性を踏まえ、 水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域に

(ｳ)の調査地域における水質汚濁物質等に係る環境影響を おける水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために
予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果 必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
的に把握できる期間及び時期とする。

イ 予測の手法
(ｱ) 予測の基本的な手法 一 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全
ａ 既存の混合・拡散式を用いた計算その他の数理的手 燐の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析
法

ｂ 統計的手法
ｃ 水理模型実験
ｄ 事例の引用又は解析

(ｲ) 予測地域 二 予測地域
予測地域は、ア(ｳ)の調査地域のうち、水質汚濁物質の 調査地域のうち、水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏

拡散等の特性を踏まえ、水質汚濁物質等に係る環境影響 まえて水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(ｳ) 予測地点 三 予測地点
予測地点は、水質汚濁物質の拡散等の特性を踏まえ、 水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて予測地域に

(ｲ)の予測地域における水質汚濁物質等に係る環境影響を おける水の汚れに係る環境影響を的確に把握できる地点
的確に把握できる地点とする。

(ｴ) 予測対象時期等 四 予測対象時期等
予測対象時期等は、工事中にあっては工事の実施によ 事業活動が定常状態になる時期及び水の汚れに係る環境影響

る環境影響が最大となる時期とし、供用時にあっては事 が最大になる時期
業活動が定常状態となる時期とする。



項 目 条例 技術指針

底 質 (2) 水底の底質
水底の底質に係るもののうち、対象事業の実施に伴う底質

汚染等に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法
は、次に掲げるものとする。この場合において、底質汚染等
とは、水底の底質の拡散による周辺水域の汚濁及び汚染物質
等の流入による水底の底質の汚染等をいう。
ア 調査の手法

(ｱ) 調査すべき情報
調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

ａ 水底の底質の状況
ｂ 水質の状況
ｃ 水象の状況

(ｲ) 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調

査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とす
る。

(ｳ) 調査地域
調査地域は、水底の底質の特性を踏まえ、底質汚染等

に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
とする。

(ｴ) 調査地点
調査地点は、水底の底質の特性を踏まえ、(ウ)の調査

地域における底質汚染等に係る環境影響を予測し、及び
評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握でき
る地点とする。

(ｵ) 調査期間等



調査期間等は、水底の底質の特性を踏まえ、(ウ)の調
査地域における底質汚染等に係る環境影響を予測し、及
び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握で
きる期間及び時期とする。

イ 予測の手法
(ｱ) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。
ａ 水底の底質の拡散によるものについては、事業計画
の内容を分析し、拡散の程度を把握した上での事例の
引用又は解析とする。

ｂ 汚染物質等の流入によるものについては、物質の移
動に関する解析又は事例の引用若しくは解析とする。

(ｲ) 予測地域
予測地域は、ア(ｳ)の調査地域のうち、水底の底質の特

性を踏まえ、底質汚染等に係る環境影響を受けるおそれ
があると認められる地域とする。

(ｳ) 予測地点
予測地点は、水底の底質の特性を踏まえ、(ｲ)の予測地

域における底質汚染等に係る環境影響を的確に把握でき
る地点とする。

(ｴ) 予測対象時期等
予測対象時期等は、水底の底質の特性を踏まえ、底質

汚染等に係る環境影響を的確に把握できる時期とする。



項 目 条例 技術指針 廃棄物最終処分場 主務省令 参考手法

地下水 (3) 地下水の水質及び水位
対象事業の実施に伴う地下水の水質及び水位に係る環境影

響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるもの
とする。
ア 調査の手法 一 調査すべき情報

(ｱ) 調査すべき情報 イ 地下水の状況
調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。 ロ 地下水の利用状況

ａ 地下水の水質の状況 ハ 地形及び地質の状況
ｂ 地下水の水位の状況
ｃ 地質・土壌の状況

(ｲ) 調査の基本的な手法 二 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とす 情報の整理及び解析
る。

(ｱ)ａの情報について、現地調査を行う場合には、環境
基準に定める測定の方法等とする。

(ｳ) 調査地域 三 調査地域
調査地域は、地質・土壌の特性を踏まえ、地下水の水 水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえて地下水の流れに

質及び水位に係る環境影響を受けるおそれがあると認め 係る環境影響を受けるおそれがある地域
られる地域とする。

(ｴ) 調査地点 四 調査地点
調査地点は、地質・土壌の特性を踏まえ、(ｳ)の調査地 水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえて調査地域におけ

域における地下水の水質及び水位に係る環境影響を予測 る地下水の流れに係る環境影響を予測し、及び評価するために
し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に 必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
把握できる地点とする。

(ｵ) 調査期間等 五 調査期間等



調査期間等は、地質・土壌の特性を踏まえ、(ウ)の調 水象の特性を踏まえて調査地域における地下水の流れに係る
査地域における地下水の水質及び水位に係る環境影響を 環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ
予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果 効果的に把握できる期間及び時期
的に把握できる期間及び時期とする。

イ 予測の手法
(ｱ) 予測の基本的な手法 一 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。 事例の引用又は解析
ａ 地下水の水質については、既存の拡散式を用いた計
算その他の数理的手法又は事例の引用若しくは解析と
する。

ｂ 地下水の水位については、地下水の水理に関する解
析又は事例の引用若しくは解析とする。

(ｲ) 予測地域 二 予測地域
予測地域は、ア(ｳ)の調査地域のうち、地質・土壌の特 調査地域のうち、水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえ

性を踏まえ、地下水の水質及び水位に係る環境影響を受 て地下水の流れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
けるおそれがあると認められる地域とする。

(ｳ) 予測地点 三 予測地点
予測地点は、地質・土壌の特性を踏まえ、(イ)の予測 水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえて調査地域におけ

地域における地下水の水質及び水位に係る環境影響を的 る地下水の流れに係る環境影響を的確に把握できる地点
確に把握できる地点とする。

(ｴ) 予測対象時期等 四 予測対象時期等
予測対象時期等は、地質・土壌の特性を踏まえ、地下 工事による地下水の流れに係る環境影響が最大になる時期及

水の水質及び水位に係る環境影響を的確に把握できる時 び事業活動が定常状態になる時期
期とする。



項 目 条例 技術指針

その他 (4) その他水環境に係る環境要素
水質 対象事業の実施に伴う流向及び流速に係る環境影響を把握
（流速） する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。

ア 調査の手法
(ｱ) 調査すべき情報

調査すべき情報は、流況の状況とする。
(ｲ) 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調
査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とす
る。

(ｳ) 調査地域
調査地域は、流況の特性を踏まえ、流向及び流速に係

る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とす
る。

(ｴ) 調査地点
調査地点は、流況の特性を踏まえ、(ｳ)の調査地域にお

ける流向及び流速に係る環境影響を予測し、及び評価す
るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
とする。

(ｵ) 調査期間等
調査期間等は、流況の特性を踏まえ、(ｳ)の調査地域に

おける流向及び流速に係る環境影響を予測し、及び評価
するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期
間及び時期とする。

イ 予測の手法
(ｱ) 予測の基本的な手法



予測の基本的な手法は、数理的手法又は水理模型実験
とする。

(ｲ) 予測地域
予測地域は、ア(ｳ)の調査地域のうち、流況の特性を踏

まえ、流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがあ
ると認められる地域とする。

(ｳ) 予測対象時期等
予測対象時期等は、供用開始後、事業活動が定常状態

となる時期とする。



項 目 条例 技術指針 発電所 主務省令 参考手法

重要な (1) 地形及び地質
地形及 地形及び地質に係るもののうち、対象事業の実施に伴う重
び地質 要な地形、地質及び自然現象に係る環境影響を把握する場合

の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。この場合
において、重要な地形、地質及び自然現象とは、学術上又は
希少性の観点から重要なものをいう。
ア 調査の手法 一 調査すべき情報

(ｱ) 調査すべき情報 イ 地形及び地質の状況
調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。 ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性

ａ 地形及び地質の概況
ｂ 重要な地形、地質及び自然現象の分布、状態及び特
性

(ｲ) 調査の基本的な手法 二 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とす 情報の整理及び解析
る。
現地調査は、ボーリング調査、現地確認、聞き取り調

査(学識経験者等)等とする。
(ｳ) 調査地域 三 調査地域

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の区域と 対象事業実施区域及びその周辺区域
する。

(ｴ) 調査地点 四 調査地点
調査地点は、地形及び地質の特性を踏まえ、(ｳ)の調査 地形及び地質の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要

地域における重要な地形、地質及び自然現象に係る環境 な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために
影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切か 適切かつ効果的な地点
つ効果的に把握できる地点とする。



(ｵ) 調査期間等 五 調査期間等
調査期間等は、地形及び地質の特性を踏まえ、(ｳ)の調 地形及び地質の特性を踏まえ、第三号の調査地域における重

査地域における重要な地形、地質及び自然現象に係る環 要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するため
境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切 に適切かつ効果的な時期
かつ効果的に把握できる時期とする。この場合において、
自然現象については、季節変化、時間変化を伴うものに
ついては、それらが適切に把握できる季節、時間を設定
する等、変動特性に留意するものとする。

イ 予測の手法 六 予測の基本的な手法
(ｱ) 予測の基本的な手法 重要な地形及び地質について、分布、成立環境の改変の程度を

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。 把握した上で、事例の引用又は解析
ａ 直接的な影響については、造成計画等を基に重要な
地形、地質及び自然現象の分布又は成立環境の改変の
程度を求めることにより行うものとする。

ｂ 間接的な影響については、事例の引用又は解析によ
り行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参
考とする。

(ｲ) 予測地域 七 予測地域
予測地域は、ア(ｳ)の調査地域のうち、地形及び地質の 第三号の調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえ、重要

特性を踏まえ、重要な地形、地質及び自然現象に係る環 な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがある地域
境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(ｳ) 予測対象時期等 八 予測対象時期等
予測対象時期等は、地形及び地質の特性を踏まえ、重 地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形及び地質に係る環

要な地形、地質及び自然現象に係る環境影響を的確に把 境影響を的確に把握できる時期
握できる時期とする。



項 目 条例 技術指針

地盤沈 (2) 地盤
下 地盤に係るもののうち、対象事業の実施に伴う地下水の水

位の低下による地盤沈下に係る環境影響を把握する場合の調
査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。
ア 調査の手法

(ｱ) 調査すべき情報
調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

ａ 地下水の水位の低下による地盤沈下の状況
ｂ 地下水の水位の状況
ｃ 地質の状況

(ｲ) 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、又献その他の資料及び現地調

査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とす
る。

(ｳ) 調査地域
調査地域は、地質の特性を踏まえ、地下水の水位の低

下による地盤沈下に係る環境影響を受けるおそれがある
と認められる地域とする。

(ｴ) 調査地点
調査地点は、地質の特性を踏まえ、(ｳ)の調査地域にお

ける地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響
を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効
果的に把握できる地点とする。

(ｵ) 調査期間等
調査期間等は、地質の特性を踏まえ、(ｳ)の調査地域に

おける地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影



響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ
効果的に把握できる期間又は時期とする。

イ 予測の手法
(ｱ) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。
ａ 地下水の水理に関する解析
ｂ 地盤の圧密に関する解析
ｃ 事例の引用又は解析

(ｲ) 予測地域
予測地域は、ア(ｳ)の調査地域のうち、地質の特性を踏

まえ、地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影
響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(ｳ) 予測地点
予測地点は、地質の特性を踏まえ、(ｲ)の予測地域にお

ける地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響
を的確に把握できる地点とする。

(ｴ) 予測対象時期等
予測対象時期等は、供用開始後、事業活動が定常状態

となる時期とする。



項 目 条例 技術指針

土 壌 (3) 土壌
土壌に係るもののうち、対象事業の実施に伴う土壌汚染に

係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に
掲げるものとする。この場合において、土壌汚染とは、汚染
土壌の移動による環境の汚染及び汚染物質の土壌への蓄積に
よるものをいう。
ア 調査の手法

(ｱ) 調査すべき情報
調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。

ａ 土壌汚染物質の濃度の状況
ｂ 地歴の状況

(ｲ) 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調

査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とす
る。

(ｱ)ａの情報について、現地調査を行う場合には、環境
基準に定める測定の方法等とする。

(ｳ) 調査地域
調査地域は、土壌の特性を踏まえ、土壌汚染に係る環

境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
(ｴ) 調査地点

調査地点は、土壌の特性を踏まえ、(ｳ)の調査地域にお
ける土壌汚染に係る環境影響を予測し、及び評価するた
めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とす
る。

(ｵ) 調査期間等



調査期間等は、土壌汚染の状況を把握するために必要
な情報を適切かつ効果的に把握できる時期とする。

イ 予測の手法
(ｱ) 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。
ａ 土壌の移動によるものについては、事業計画の内容
を分析し、土壌の改変の程度を把握することにより行
うものする。

ｂ 汚染物質の蓄積によるものについては、事例の引用
又は解析とする。

(ｲ) 予測地域
予測地域は、ア(ｳ)の調査地域のうち、土壌の特性を踏

まえ、土壌汚染に係る環境影響を受けるおそれがあると
認められる地域とする。

(ｳ) 予測地点
予測地点は、土壌の特性を踏まえ、(ｲ)の予測地域にお

ける土壌汚染に係る環境影響を的確に把握できる地点と
する。

(ｴ) 予測対象時期等
予測対象時期等は、土壌の特性を踏まえ、土壌汚染に

係る環境影響を的確に把握できる時期とする。



項 目 条例 技術指針 鉄道 主務省令 参考手法

その他 ４ その他の環境
日照阻害 対象事業の実施に伴う日照阻害に係る環境影響を把握する場

合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。

(1) 調査の手法 一 調査すべき情報
ア 調査すべき情報 イ 土地利用の状況

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。 ロ 地形の状況
(ｱ) 土地利用の状況
(ｲ) 地形の状況

イ 調査の基本的な手法 二 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査 文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理

による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。
ウ 調査地域 三 調査地域

調査地域は、土地利用及び地形の特性を踏まえ、日照阻 土地利用及び地形の特性を踏まえて日照阻害に係る環境影響
害に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 を受けるおそれがあると認められる地域
とする。

エ 調査期間等 四 調査期間等
調査期間等は、土地利用及び地形の特性を踏まえ、ウの 土地利用の状況及び地形の状況を適切に把握することができ

調査地域における日照阻害に係る環境影響を予測し、及び る時期
評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる
時期とする。

(2) 予測の手法
ア 予測の基本的な手法 一 予測の基本的な手法

等時間の日影線を描いた日影図の作成
予測の基本的な手法は、数値計算による日影図の作成又

は模型実験とする。



イ 予測地域 二 予測地域
予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、土地利用及び地形 調査地域のうち、土地利用及び地形の特性を踏まえて日照阻

の特性を踏まえ、日照阻害に係る環境影響を受けるおそれ 害に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
があると認められる地域とする。

ウ 予測地点 三 予測地点
予測地点は、土地利用及び地形の特性を踏まえ、イの予 土地利用及び地形の特性を踏まえて予測地域における日照阻

測地域における日照阻害に係る環境影響を的確に把握でき 害に係る環境影響を的確に把握できる地点
る地点とする。

エ 予測対象時期等 四 予測対象時期等
予測対象時期等は、工事が完了する時期とする。 鉄道施設（嵩上式）の設置が完了する時期



項 目 条例 技術指針 発電所 主務省令 参考手法

動 物 １ 動物
動物に係るもののうち、対象事業の実施に伴う重要な種及び

注目すべき生息地に係る環境影響を把握する場合の調査及び予
測の手法は、次に掲げるものとする。この場合において、重要
な種とは、学術上又は希少性の観点から重要なものをいい、注
目すべき生息地とは、学術上若しくは希少性の観点から重要で
ある生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目
すべき生息地をいう。
(1) 調査の手法
ア 調査すべき情報 一 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。 イ 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類に関する動物相の
(ｱ) 脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相及びそ 状況
の分布の状況 ロ 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生

(ｲ) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及 息環境の状況
び生息環境の状況

イ 調査の基本的な手法 二 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。 情報の整理及び解析
ウ 調査地域 三 調査地域

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の区域とす 対象事業実施区域及びその周辺区域
る。

エ 調査地点 四 調査地点
調査地点は、動物の生息の特性を踏まえ、ウの調査地域 動物の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な

における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を 種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価す
予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的 るために適切かつ効果的な地点又は経路
に把握できる地点又は経路とする。



オ 調査期間等 五 調査期間等
調査期間等は、動物の生息の特性を踏まえ、ウの調査地 動物の生息の特性を踏まえ、第三号の調査地域における重要

域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響 な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価
を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果 するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
的に把握できる期間、時期及び時間帯とする。この場合に
おいて、動物の活動期に留意するものとする。

(2) 予測の手法
ア 予測の基本的な手法 六 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。 重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境
(ｱ) 直接的な影響については、造成計画等を基に重要な種 の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
及び注目すべき生息地の分布又は生息環境の改変の程度
を求めることにより行うものとする。

(ｲ) 間接的な影響については、事例の引用又は解析により
行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考と
する。

イ 予測地域 七 予測地域
予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、動物の生息の特性 第三号の調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえ、重要

を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響 な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあ
を受けるおそれがあると認められる地域とする。 る地域

ウ 予測対象時期等 八 予測対象時期等
予測対象時期等は、動物の生息の特性を踏まえ、重要な 動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地

種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握でき に係る環境影響を的確に把握できる時期
る時期とする。



項 目 条例 技術指針 発電所 主務省令 参考手法

植 物 ２ 植物
植物に係るもののうち、対象事業の実施に伴う重要な種及び

群落並びに植物生育環境としての土壌に係る環境影響を把握す
る場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。この
場合において、重要な種及び群落とは、学術上又は希少性の観
点から重要なものをいう。
(1) 調査の手法
ア 調査すべき情報 一 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。 イ 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況
(ｱ) 種子植物、シダ植物その他主な植物に係る植物相及び ロ 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境
植生の状況 の状況

(ｲ) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育
環境の状況

(ｳ) 植物生育環境としての土壌の状況
イ 調査の基本的な手法 二 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、植生図、空中写真、文献その他 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該
の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整 情報の整理及び解析
理及び解析とする。

ウ 調査地域 三 調査地域
調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の区域とす 対象事業実施区域及びその周辺区域

る。
エ 調査地点 四 調査地点

調査地点は、植物の生育及び植生の特性を踏まえ、ウの 植物の生育及び植生の特性を踏まえ、前号の調査地域におけ
調査地域における重要な種及び重要な群落並びに植物生育 る重要な種及び重要な群落に係る環境影響を予測し、及び評価
環境としての土壌に係る環境影響を予測し、及び評価する するために適切かつ効果的な地点又は経路
ために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は



経路とする。
オ 調査期間等 五 調査期間等

調査期間等は、植物の生育及び植生の特性を踏まえ、ウ 植物の生育及び植生の特性を踏まえ、第三号の調査地域にお
の調査地域における重要な種及び重要な群落並びに植物生 ける重要な種及び重要な群落に係る環境影響を予測し、及び評
育環境としての土壌に係る環境影響を予測し、及び評価す 価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、
時期及び時間帯とする。この場合において、植物の生育期
等に留意するものとする。

(2) 予測の手法
ア 予測の基本的な手法 六 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。 重要な種及び重要な群落について、分布又は生育環境の改変
(ｱ) 直接的な影響については、造成計画等を基に重要な種 の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
及び重要な群落の分布又は生育環境並びに植物生育環境
としての土壌の改変の程度を求めることにより行うもの
とする。

(ｲ) 間接的な影響については、事例の引用又は解析により
行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考と
する。

イ 予測地域 七 予測地域
予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、植物の生育及び植 第三号の調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏ま

生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落並びに植物生 え、重要な種及び重要な群落に係る環境影響を受けるおそれが
育環境としての土壌に係る環境影響を受けるおそれがある ある地域
と認められる地域とする。

ウ 予測対象時期等 八 予測対象時期等
予測対象時期等は、植物の生育及び植生の特性を踏まえ、 植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群

重要な種及び重要な群落並びに植物生育環境としての土壌 落に係る環境影響を的確に把握できる時期
に係る環境影響を的確に把握できる時期とする。



項 目 条例 技術指針 発電所 主務省令 参考手法

３ 生態系
生態系に係るもののうち、対象事業の実施に伴う地域を特徴

づける生態系に係る環境影響を把握する場合の調査及び予測の
手法は、次に掲げるものとする。
(1) 調査の手法 一 調査すべき情報
ア 調査すべき情報 イ 動植物その他の自然環境に係る概況

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。 ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境
(ｱ) 動植物その他の自然環境に係る概況 若しくは生育環境の状況
(ｲ) 複数の注目種等の生態、他の動植物との相互関係又は
生息環境若しくは生育環境の状況

イ 調査の基本的な手法 二 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。 情報の整理及び解析
ウ 調査地域 三 調査地域

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の区域とす 陸域における対象事業実施区域及びその周辺区域
る。

エ 調査地点 四 調査地点
調査地点は、動植物その他の自然環境の特性及び注目種 動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、

等の特性を踏まえ、ウの調査地域における注目種等に係る 前号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及
環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切 び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
かつ効果的に把握できる地点又は経路とする。

オ 調査期間等 五 調査期間等
調査期間等は、動植物その他の自然環境の特性及び注目 動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、

種等の特性を踏まえ、ウの調査地域における注目種等に係 第三号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、
る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適 及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯とする。



(2) 予測の手法
ア 予測の基本的な手法 六 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。 注目種等について、分布、生息又は生育環境の改変の程度を
(ｱ) 直接的な影響については、造成計画等を基に注目種等 把握した上で、事例の引用又は解析
の分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を求めるこ
とにより行うものとする。

(ｲ) 間接的な影響については、事例の引用又は解析により
行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考と
する。

イ 予測地域 七 予測地域
予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、動植物その他の自 第三号の調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及

然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係 び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を受ける
る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。 おそれがある地域

ウ 予測対象時期等 八 予測対象時期等
予測対象時期等は、動植物その他の自然環境の特性及び 動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、

注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を的確 注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期
に把握できる時期とする。



項 目 条例 技術指針 発電所 主務省令 参考手法

景 観 １ 景観
景観に係るもののうち、対象事業の実施に伴う主要な眺望点

及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を把握する
場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。この場
合において、主要な眺望点とは、対象事業実施区域及びその周
辺の区域に存在する不特定かつ多数の者が利用している景観資
源を眺望する場所をいい、景観資源とは、対象事業実施区域及
びその周辺の区域に存在する眺望を構成するものをいう。また、
主要な眺望景観とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場
合の眺望される景観をいう。
(1) 調査の手法
ア 調査すべき情報 一 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。 イ 主要な眺望点
(ｱ) 主要な眺望点の状況 ロ 景観資源の状況
(ｲ) 景観資源の状況 ハ 主要な眺望景観の状況
(ｳ) 主要な眺望景観の状況

イ 調査の基本的な手法 二 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。 情報の整理及び解析
現地調査は、現地踏査、写真撮影等とする。

ウ 調査地域 三 調査地域
調査地域は、主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び 対象事業実施区域及びその周辺区域

主要な眺望景観の状況を適切に把握できると認められる地
域とする。

エ 調査地点 四 調査地点
調査地点は、調査地域における景観の特性を踏まえ、ウ 調査地域における景観の特性を踏まえ、前号の調査地域にお



の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要 ける主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環
な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために 境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とする。こ
の場合において、対象事業の特性を踏まえた対象事業への
眺望の方向、距離(近景・中景・遠景)に留意するものとす
る。

オ 調査期間等 五 調査期間等
調査期間等は、調査地域における景観の特性を踏まえ、 調査地域における景観の特性を踏まえ、第三号の調査地域に

ウの調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主 おける主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る
要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するため 環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間
に必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及 及び時期
び時間帯とする。
(2) 予測の手法
ア 予測の基本的な手法 六 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。 イ 主要な眺望点及び景観資源について、分布の改変の程度を
(ｱ) 直接的な影響については、造成計画等を基に対象 把握し、事例の引用又は解析
事業実施区域に存在する主要な眺望点及び景観資源 ロ 主要な眺望景観について、完成予想図、フォトモンタージ
の分布の改変の程度を求めることにより行うものと ュ法その他の視覚的な表現手法
する。また、主要な眺望景観については、完成予想
図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方
法により行うこととし、必要に応じ学識経験者等の
意見を参考とする。

(ｲ) 間接的な影響については、事例の引用又は解析に
より行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見
を参考とする。

イ 予測地域 七 予測地域
予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、調査地域にお 第三号の調査地域のうち、調査地域における景観の特性を踏

ける景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源 まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る
並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれ 環境影響を受けるおそれがある地域
があると認められる地域とする。



ウ 予測対象時期等 八 予測対象時期等
予測対象時期等は、調査地域における景観の特性を 調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景

踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望 観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握でき
景観に係る環境影響を的確に把握できる時期とする。 る時期



項 目 条例 技術指針 発電所 主務省令 参考手法

人と自 ２ 人と自然との触れ合いの活動の場
然との 人と自然との触れ合いの活動の場に係るもののうち、対象事
触れ合 業の実施に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る
いの活 環境影響を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げる
動の場 ものとする。この場合において、主要な人と自然との触れ合い

の活動の場とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然
との触れ合いの活動の場をいう。
(1) 調査の手法 一 調査すべき情報
ア 調査すべき情報 イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。 ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状
(ｱ) 人と自然との触れ合いの活動の場の概況 況及び利用環境の状況
(ｲ) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用
の状況及び利用環境の状況

イ 調査の基本的な手法 二 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。 情報の整理及び解析
現地調査は、聞き取り調査、現地踏査、写真撮影等とす

る。
ウ 調査地域 三 調査地域

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の区域とす 対象事業実施区域及びその周辺区域
る。

エ 調査地点 四 調査地点
調査地点は、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調

踏まえ、ウの調査地域における主要な人と自然との触れ合 査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る
いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するため 環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
に必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とする。



オ 調査期間等 五 調査期間等
調査期間等は、人と自然との触れ合いの活動の場の特性 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第三号の

を踏まえ、ウの調査地域における主要な人と自然との触れ 調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係
合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するた る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期
めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期 間、時期及び時間帯
及び時間帯とする。この場合において、利用の季節変動等
を考慮し、利用の多い時期を含むよう留意すること。

(2) 予測の手法
ア 予測の基本的な手法 六 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。 主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は
(ｱ) 直接的な影響については、造成計画等を基に主要な人 利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
と自然との触れ合いの活動の場の分布又は利用環境の改
変の程度を求めることにより行うものとする。

(ｲ) 間接的な影響については、事例の引用又は解析により
行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考と
する。

イ 予測地域 七 予測地域
予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、人と自然との触れ 第三号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場

合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係
合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認 る環境影響を受けるおそれがある地域
められる地域とする。

ウ 予測対象時期等 八 予測対象時期等
予測対象時期等は、人と自然との触れ合いの活動の場の 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人

特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握で
係る環境影響を的確に把握できる時期とする。 きる時期



項 目 条例 技術指針 発電所 主務省令 参考手法

廃棄物 １ 廃棄物等
等 対象事業の実施に伴う廃棄物等に係る環境影響を予測する場

合の予測の手法は、次に掲げるものとする。
(1) 予測の基本的な手法 一 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、工事中にあっては工事に伴う副産 産業廃棄物の種類ごとの排出量の把握
物の種類ごとの発生の状況の把握、供用時にあっては対象事
業の実施に伴う廃棄物の種類ごとの発生の状況の把握とする。

(2) 予測地域 二 予測地域
予測地域は、対象事業実施区域とする。 対象事業実施区域

(3) 予測対象時期等 三 予測対象時期等
予測対象時期等は、工事中にあっては工事期間、供用時に （工事中）

あっては事業活動が定常状態となる時期とする。 工事期間
（施設の稼働）
発電所の運転が定常状態となる時期及び廃棄物に係る環境影

響が最大になる時期（最大になる時期を設定することができる
場合に限る）



項 目 条例 技術指針 発電所 主務省令 参考手法

温室効 ２ 温室効果ガス等
果ガス 対象事業の実施に伴う温室効果ガス等に係る環境影響を予測
等 する場合の予測の手法は、次に掲げるものとする。

(1) 予測の基本的な手法 一 予測の基本的な手法
予測の基本的な手法は、対象事業の実施に伴う温室効果ガ 施設の稼働に伴い発生する二酸化炭素の排出量の把握

ス等の排出量等の把握とする。 二 予測地域
(2) 予測対象時期等 対象事業実施区域

予測対象時期等は、工事中にあっては工事期間、供用時に 三 予測の対象時期又は時間帯
あっては事業活動が定常状態となる時期とする。 発電所の運転が定常状態となる時期及び二酸化炭素に係る環

境影響が最大になる時期（最大になる時期を設定することがで
きる場合に限る）



項 目 条例 技術指針

歴史的 １ 歴史的・文化的景観
文化的 歴史的・文化的景観に係るもののうち、対象事業の実施に伴
景観 う主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点及び歴史的・文化的

景観資源並びに主要な歴史的・文化的眺望景観に係る環境影響
を把握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとす
る。この場合において、主要な歴史的・文化的景観に係る眺望
点とは、対象事業実施区域及びその周辺の区域に存在する不特
定かつ多数の者が利用している歴史的・文化的景観資源を眺望
する場所をいい、歴史的・文化的景観資源とは、歴史的・文化
的建造物等と一体となって構成される景観資源をいう。また、
主要な歴史的・文化的眺望景観とは、主要な歴史的・文化的景
観に係る眺望点から歴史的・文化的景観資源を眺望する場合の
眺望される景観をいう。
(1) 調査の手法
ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、次に掲げる項目とする。
(ｱ) 主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点の状況
(ｲ) 歴史的・文化的景観資源の状況
(ｳ) 主要な歴史的・文化的眺望景観の状況

イ 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査

による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。
現地調査は、現地踏査、写真撮影等とする。

ウ 調査地域
調査地域は、主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点の

状況、歴史的・文化的景観資源の状況及び主要な歴史的・



文化的眺望景観の状況を適切に把握できると認められる地
域とする。

エ 調査地点
調査地点は、調査地域における歴史的・文化的景観の特

性を踏まえ、ウの調査地域における主要な歴史的・文化的
景観に係る眺望点及び歴史的・文化的景観資源並びに主要
な歴史的・文化的眺望景観に係る環境影響を予測し、及び
評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる
地点とする。この場合において、対象事業の特性を踏まえ
た対象事業への眺望の方向、距離(近景・中景・遠景)に留
意するものとする。

オ 調査期間等
調査期間等は、調査地域における歴史的・文化的景観の

特性を踏まえ、ウの調査地域における主要な歴史的・文化
的景観に係る眺望点及び歴史的・文化的景観資源並びに主
要な歴史的・文化的眺望景観に係る環境影響を予測し、及
び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
とする。

(2) 予測の手法
ア 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、次のとおりとする。
(ｱ) 直接的な影響については、造成計画等を基に対象事業
実施区域に存在する主要な歴史的・文化的景観に係る眺
望点及び歴史的・文化的景観資源の分布の改変の程度を
求めることにより行うものとする。また、主要な歴史的
・文化的眺望景観については、完成予想図、フォトモン
タージュ法その他の視覚的な表現方法により行うことと
し、必要に応じ学識経験者等の意見を参考とする。

(ｲ) 間接的な影響については、事例の引用又は解析により
行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考と



する。
イ 予測地域

予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、調査地域における
歴史的・文化的景観の特性を踏まえ、主要な歴史的・文化
的景観に係る眺望点及び歴史的・文化的景観資源並びに主
要な歴史的・文化的眺望景観に係る環境影響を受けるおそ
れがあると認められる地域とする。

ウ 予測対象時期等
予測対象時期等は、調査地域における歴史的・文化的景

観の特性を踏まえ、主要な歴史的・文化的景観に係る眺望
点及び歴史的・文化的景観資源並びに主要な歴史的・文化
的眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期とする。



項 目 条例 技術指針

文化財 ２ 文化財
対象事業の実施に伴う文化財に係る環境影響を把握する場合

の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。この場合に
おいて、文化財とは、有形の文化的所産及び歴史的資料で価値
の高いもの、住民の生活の推移の理解のために欠くことのでき
ないもの、遺跡、名勝地等で価値の高いもの、歴史的風致を形
成している伝統的な建造物群で価値の高いものをいう。
(1) 調査の手法
ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、文化財及びその周辺の環境の状況と
する。

イ 調査の基本的な手法
調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査

による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とし、必
要に応じ教育委員会、学識経験者等の指導・助言を受けて
実施するものとする。

ウ 調査地域
調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の区域とす

る。
エ 調査地点

調査地点は、文化財の特性を踏まえ、ウの調査地域にお
ける文化財に係る環境影響を予測し、及び評価するために
必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とする。

オ 調査期間等
調査期間等は、文化財の特性を踏まえ、ウの調査地域に

おける文化財に係る環境影響を予測し、及び評価するため



に必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間又は時期
とする。

(2) 予測の手法
ア 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、事例の引用又は解析とし、必要
に応じ教育委員会、学識経験者等の意見を参考とする。

イ 予測地域
予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、文化財の特性を踏

まえ、文化財に係る環境影響を受けるおそれがあると認め
られる地域とする。

ウ 予測対象時期等
予測対象時期等は、文化財の特性を踏まえ、文化財に係

る環境影響を的確に把握できる時期とする。



項 目 条例 技術指針

埋蔵文 ３ 埋蔵文化財包蔵地
化財包 対象事業の実施に伴う埋蔵文化財包蔵地に係る環境影響を把
蔵地 握する場合の調査及び予測の手法は、次に掲げるものとする。

この場合において、埋蔵文化財包蔵地とは、集落跡、古墳、宮
殿跡、寺院跡、窯跡等の遺跡、当時の人々が使用した土器、石
器等の遺物その他の埋蔵文化財を包蔵する土地で価値の高いも
のをいう。
(1) 調査の手法
ア 調査すべき情報

調査すべき情報は、埋蔵文化財包蔵地の状況とする。
イ 調査の基本的な手法

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査
による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とし、必
要に応じ教育委員会、学識経験者等の指導・助言を受けて
実施するものとする。

ウ 調査地域
調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺の区域とす

る。
エ 調査地点

調査地点は、埋蔵文化財包蔵地の特性を踏まえ、ウの調
査地域における埋蔵文化財包蔵地に係る環境影響を予測し、
及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握で
きる地点とする。

オ 調査期間等
調査期間等は、埋蔵文化財包蔵地の特性を踏まえ、ウの

調査地域における埋蔵文化財包蔵地に係る環境影響を予測



し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把
握できる期間又は時期とする。

(2) 予測の手法
ア 予測の基本的な手法

予測の基本的な手法は、造成計画等を基に埋蔵文化財
包蔵地の分布の改変の程度を求めることにより行うもの
とし、必要に応じ教育委員会、学識経験者等の意見を参
考とする。

イ 予測地域
予測地域は、(1)ウの調査地域のうち、埋蔵文化財包蔵

地の特性を踏まえ、埋蔵文化財包蔵地に係る環境影響を
受けるおそれがあると認められる地域とする。

ウ 予測対象時期等
予測対象時期等は、埋蔵文化財包蔵地の特性を踏まえ、

埋蔵文化財包蔵地に係る環境影響を的確に把握できる時
期とする。


